
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｌ４－３４１０ 階段用構成部材 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ４－０３０ 全 階段用構成部材 

Ｌ４－０３９ 全 階段用構成部材部品及び付属品 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－１３ 足場用枠 

Ｌ１－１９６ 足場用枠材等 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

階段用側板 階段用側板材  

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

階段を構成する部材・部品で下位の分類に属さないもの。 

ただし、ノンスリップ関係（Ｌ６－５４０，５４１）、手すり等（Ｌ３－５３００，５９２～５９７３）を除く。 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｌ４－３４１０ 
登録１１６９９０１号 
階段用くさび 

 

Ｌ４－３４１０ 
登録１００６６２０号 
階段用踏み板取り付け具 

 

Ｌ４－３４１０ 
登録１１３３２１８号 
階段踏み板受台 


